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 地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき定期監査を執行したので、その結果を同条第９項の規

定により次のとおり報告します。       
     記      
１ 監査の期間          
平成２０年５月２６日から平成２０年６月４日まで      

           
２ 監査の方法          
 定期監査実施にあたっては、各監査対象における平成１９年度（平成２０年３月３１日現在）の財

務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理状況について、所属長及び関係職員から説明を求め、

関係諸帳簿を調査するとともに事務が合理的かつ効果的に実施されているか監査を実施した｡ 
            
３ 監査の対象          
 ◎ 都市計画部          
（１）組  織          

本監査日現在、都市計画部の監査対象所属職員は８０名（うち嘱託職員３名）であり、５課で構

成されている。        
（２）事務分掌          

ア 都市計画に関する事項      
イ 都市開発に関する事項       
ウ 土地区画整理に関する事項 
エ 建築指導に関する事項      

           
 ○ 都市計画課         
（１）組  織          

本監査日現在、都市計画課の職員は１６名（うち嘱託職員１名）であり、都市総務係、都市計画

係及びまちづくり推進係で構成されている。 



（２）事務分掌 
ア 都市計画の総合調整及び基本的な方針に関すること。 
イ 都市計画の区域区分及び地域地区等の土地利用計画に関すること。 
ウ 国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）に関すること。 
エ 地価公示法（昭和４４年法律第４９号）に関すること。 
オ 大規模土地開発に関すること。 
カ 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律（平成４年法律第 

７６号）事務に関すること。 
  キ 都市計画審議会に関すること。 
  ク まちづくり交付金に関すること。 
  ケ 都市計画道路の計画、決定及び変更に関すること。 
  コ 地区計画等に関すること。 
  サ 都市計画基礎調査に関すること。 
  シ 都市計画法第５３条に関すること。 
  ス 風致地区内の土地、建築物の許可又は認可に関すること。 
  セ 景観行政に関すること。 
  ソ 都市計画提案制度に関すること。 

           
 ○ 建築指導課          
（１）組  織          

本監査日現在、建築指導課の職員は２１名（うち嘱託職員２名）であり、建築行政係、審査係、

建築防災係及び開発指導係で構成されている。       
（２）事務分掌          

ア 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に基づく許可、認定及び指定に関すること。  
イ 建築基準法に基づく違反指導、防災指導、定期報告及び建築統計に関すること。 
ウ 建築基準法に基づく確認申請及び計画通知の審査並びに現場検査に関すること。 
エ 建築基準法関連法令に関すること。 
オ 木造住宅耐震診断、耐震改修補助事業に関すること。 
カ 太田市狭あい道路の整備に関する要綱（平成１９年太田市告示第１３８号）に関すること。

キ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に基づく開発許可及び建築許可に関すること。 
ク 建築審査会及び開発審査会の事務局に関すること。 
ケ 太田市開発指導要綱（平成１７年太田市告示第１７号）に関すること。  
         

 ○ 区画整理課         
（１）組  織           

本監査日現在、区画整理課の職員は２０名であり、管理指導係、換地係、移転補償係及び工務係

で構成されている。        
（２) 事務分掌           

ア 土地区画整理事業に係る調査及び施行計画に関すること。     



イ 土地区画整理事業に係る換地、移転補償、工事及び保留地に関すること。 
ウ 土地区画整理事業に係る精算金の算定、徴収及び受付に関すること。 
エ 土地区画整理事業に伴う町名地番の整理及び登記に関すること。 
オ 土地区画整理事業に関する諸証明の発行及び建築行為等の制限に関すること。 
カ 土地区画整理審議会及び評価員に関すること。 
キ 土地区画整理組合の指導及び援助に関すること。     
            

 ○ 市街地整備課         
（１）組  織           

本監査日現在、市街地整備課の職員は１１名であり、管理指導係及び太田駅周辺区画整理係で構

成されている。       
（２) 事務分掌           

ア 市街地再開発事業に関すること。        
イ 太田駅周辺土地区画整理事業に関すること。 
ウ 鉄道高架事業に関すること。 
エ 土地区画整理審議会及び評価員に関すること。 
オ まちなか交流館くらっせに関すること。       

           
 ○ 北関東自動車道対策課         
（１）組  織           

本監査日現在、北関東自動車道対策課の職員は１０名であり、対策係及び工務係で構成されてい

る。     
（２) 事務分掌           

ア 北関東自動車道の建設促進に関すること。 
イ 北関東自動車道の関連施設整備促進に関すること。 
ウ 北関東自動車道関連道路の用地取得に関すること。 
エ 北関東自動車道関連道路整備に関すること。     

        
 ◎ 都市整備部         
（１）組  織           

本監査日現在、都市整備部の監査対象所属職員は８３名（うち嘱託職員３名）であり、４課で構

成されている。          
（２）事務分掌           

ア 道路その他土木に関する事項        
イ 公園及び緑地に関する事項       
ウ 住宅に関する事項 
エ 建築に関する事項        

           
 



 ○ 道路整備課        
（１）組  織           

本監査日現在、道路整備課の職員は３３名（うち嘱託職員１名）であり、計画管理係、路政係、

北部係、南部係及び街路係で構成されている。      
（２）事務分掌           

ア 法定外公共物の管理に関すること。 
イ 道路の路線認定、廃止及び変更に関すること。 
ウ 道路掘削及び占用並びに公共物使用に関すること。 
エ 境界の査定等に関すること。 
オ 道路、橋、河川、排水路等の計画及び整備に関すること。 
カ 交通安全対策事業に関すること。 
キ 他の部課等からの受託工事に関すること。 
ク 国道及び県道の整備並びに促進に関すること。 
ケ 都市計画道路の決定・変更に関すること。 
コ 都市計画道路の計画及び整備に関すること。     

          
 ○ 花と緑の推進課         
（１）組  織           

本監査日現在、花と緑の推進課の職員は２１名（うち嘱託職員１名）であり、花と緑の係、施設

管理係、公園整備係及び都市緑化推進係で構成されている。    
（２）事務分掌           

ア 公園、緑地等の調査、計画及び整備に関すること。 
イ 花と緑の普及及び推進に関すること。 
ウ 金山総合整備事業に関すること。 
エ 八王子山公園墓地に関すること。 
オ 緑化団体及び公園愛護団体に関すること。 
カ 都市緑化フェアに関すること。 
キ 北部運動公園整備事業に関すること。      

            
 ○ 住宅課         
（１）組  織           

本監査日現在、住宅課の職員は１０名であり、住宅管理係及び住宅整備係で構成されている。 
（２）事務分掌           

ア 住宅政策に関すること。 
イ 市営住宅の整備及び計画に関すること。 
ウ 市営住宅の維持管理に関すること。 
エ 市営住宅の入居、退去及び使用料に関すること。 
オ 特定優良賃貸住宅の補助金等に関すること。 
カ 住宅新築資金等の貸付金の償還に関すること。 



キ 市営住宅の滞納使用料に関すること。 
ク 市営住宅の修繕に関すること。 
ケ 市営住宅の訴訟に関すること。 
コ 群馬県住宅供給公社との連絡調整に関すること。     

            
 ○ 建築課         
（１）組  織           

本監査日現在、建築課の職員は１７名（うち嘱託職員１名）であり、建築一係、建築二係及び設

備係で構成されている。        
（２）事務分掌           

ア 市有建築物の設計及び工事監理に関すること。      
イ 市有建築物の営繕に関すること。       

           
 ◎ 開発事業部         
（１）組  織           

本監査日現在、開発事業部の監査対象所属職員は４２名（うち嘱託職員１名）であり、５課で構

成されている。 
（２）事務分掌           

ア 用地に関する事項      
イ 公園及び施設の管理に関する事項       

       
 ○ 用地管理課         
（１）組  織           

本監査日現在、用地管理課の職員は１０名（うち嘱託職員１名）であり、管理係及び企画係で構

成されている。      
（２）事務分掌           

ア 公有地の拡大の推進に関すること。 
イ 用地に係る企画等に関すること。       
ウ 太田市土地開発公社及び群馬県企業局との連絡調整に関すること。    

           
 ○ 用地開発課        
（１）組  織           

本監査日現在、用地開発課の職員は７名であり、開発一係及び開発二係で構成されている。 
（２）事務分掌           

ア 用地の取得等に関すること。        
イ 太田市土地開発公社との連絡調整に関すること。     

  
 
 



 ○ 用地工務課         
（１）組  織           

本監査日現在、用地工務課の職員は６名である。  
（２）事務分掌           

ア 用地の造成、施工監理業務に関すること。      
           
 ○ 事業管理課         
（１）組  織           

本監査日現在、事業管理課の職員は１３名であり、総務管理係、公園管理係及び施設管理係で構

成されている。       
（２）事務分掌           

ア 公園、都市緑地等の維持管理に関すること。      
イ 街路樹の維持管理に関すること。       
ウ 八王子山公園墓地の管理に関すること。       
エ 運動公園及びスポーツ広場等の維持管理に関すること。 
オ 太田市行政管理公社との連絡調整に関すること。     

           
 ○ 渡良瀬緑地課         
（１）組  織           

本監査日現在、渡良瀬緑地課の職員は３名である。  
（２）事務分掌           

ア 渡良瀬川河川緑地の維持管理に関すること。      
イ 太田市行政管理公社との連絡調整に関すること。     

           
４ 監査の結果          
（１）執行状況          

都市計画部、都市整備部及び開発事業部の予算の執行状況及びその他財務に関する事務の執行状

況は、おおむね適正なものと認められた。      
   


